
ゴー・アデリンは、当事務所の紛争解決部のシニアアソシエイトです。

企業法務及び⼀般⺠事幅広い分野を扱っています。複雑な商業紛争に関し、シンガポールのあらゆるレベルの裁判所及び仲
裁で弁護⼠として代理をしています。企業間商取引関連紛争、投資関連紛争、会社・株主紛争、借⽤契約関連紛
争、雇⽤紛争、クロスボーダー紛争、危機管理及び不祥事対応などの案件に携わっています。また、個⼈及び企業に対し、
規制上・職業上の義務に関する助⾔も⾏なっています。

同弁護⼠は、英語、中国語、⽇本語での対応が可能です。⽇本、東南アジア、中国、香港その他アジア地域の依頼者
に、弁護⼠として代理⼈を務めています。特に⽇本の市場に重点を置いており、⽇系依頼者の東南アジアにおける事業利益に
関連する法律問題に助⾔及び法務サービスを提供しています。

イギリスのノッティンガム⼤学(University of Nottingham)法学部を最⾼評価であるfirst class honoursで卒業しました。法
学部入学前は、シンガポールのナンヤン理⼯⼤学(Nanyang Technological University)会計学部の優等学位を取得し、四
⼤の会計事務所で監査役を務めました。

経歴

Adeline Goh
ゴー・アデリン
シニアアソシエイト  |  シンガポール

 ADELINE.GOH@WITHERSWORLDWIDE.COM

 +65 6238 3042

SECRETARY MUNEERAH BANU MASHUTHOO


MUNEERAHBANU.MASHUTHOO@WITHERSWORLDWID
E.COM

 +65 6238 3122

OPERATING AS WITHERS KHATTARWONG LLP IN SINGAPORE.

https://www.withersworldwide.com/
https://www.withersworldwide.com/en-gb/locations/asia-pacific/singapore


雇⽤紛争に関し、⽇系依頼者を代理した。

シンガポールの調査当局からのinformation production orderに関連し、ベトナムの企業を代理した。

⽇本企業に対し、従業員による不正⾏為・不祥事に関する社内調査に関する助⾔を提供した。

ベトナムの⼟地売買契約に関し、シンガポールで⾏われた仲裁に関与した企業の代理⼈を務めた。

1,700万シンガポールドルの契約紛争において、⾦融サービス業界の専⾨家を代理した。弁論補正(amendment to pleadings)の申
請(interlocutory application)を成功に扱っていた。同判決は、⾼等裁判所により⽀持され、上訴裁判所でも⽀持された。

中国の数⼗億ドル規模の政府プロジェクトに起因する契約紛争において、実業家を代理した。⾼等裁判所の判決を上訴に成功
し、契約解除通告が有効な場合及び契約解除に抵抗する根拠としてのprevention principleに関する法理に貢献した。また、秘
密保持を主張する文書の提出を求める証拠開⽰命令を獲得し、紛争を審理するシンガポールの裁判所の管轄権に関する申請に
対し、抵抗に成功した。参照： Ng Koon Yee Mickey v Mah Sau Cheong [2022] 2 SLR 1296

年商700万シンガポールドルの企業の株主を代理し、その企業の事業に起因する複数の訴訟で争った。

シンガポール法における反ハラスメント及び反差別⽅針について助⾔を提供した。

国際的な化粧品およびライフスタイル・ブランドに借⽤契約関連紛争を代理した。

元従業員との競業避⽌義務及びその他の制限条項に関する紛争について、⼤⼿テクノロジー企業に助⾔を提供した。
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資格・登録
シンガポール（２０１７）

学歴
University of Nottingham - LLB (First Class Honours)

Nanyang Technological University - Bachelor of Accountancy (Second Class Honours)

Languages
英語
中国語
⽇本語
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